
令和 8年度前橋市ごみ減量化器具購入費助成金交付要項 

令和 8年４月１日から適用 

 

本助成金の交付目的、内容、交付手続等は、次のとおりです。 

交付目的 

 

家庭内で発生する厨芥類（生ごみ）の減量とリサイクルを推進する

ため、ごみ減量化器具（生ごみ処理機）の購入費の一部を助成します。 
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助成対象者 生ごみ処理機（電動式生ごみ処理機及び生ごみ処理容器）を購入し、

次のいずれにも該当する人。助成は一世帯につき一基とします。ただ

し、生ごみ処理容器のうち密閉型容器については一組（二基）を限度

とします。 

１ 本市に住所を有し、現に居住している者。 

２  家庭から出た生ごみを処理するために居住先で使用する者。 

３  過去５年間、本人又は同一の世帯の者が、生ごみ処理機購入費に

係る助成金の交付を受けていない者。 

４ 令和 8年４月１日以降に購入した者。 

５ 暴力団排除に関する要件 

次に掲げる事項の全てに該当すること。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下同じ。）でないこと。 

(2) 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう以下同

じ。）でないこと。 

(3) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者で

ないこと。 

(4) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者

でないこと。 

(5) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど

している者でないこと。 

(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与す

るなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は

関与している者でないこと。 

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に

利用している者でないこと。 

(8) 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。 

交付の対象

となる経費 

次に掲げるごみ減量化器具の本体の購入に要した経費（送料や代引

き手数料は除く）とします。ただし、中古品や転売品は対象となりま

せん。 

１ 生ごみ処理容器は微生物等の活動を利用して生ごみを分解する
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ための容器で、市長が認めるもの。 

２ 電動式生ごみ処理機は、生ごみを乾燥、発酵又は微生物の活動を

利用して分解することにより、減量化又は堆肥化することを目的と

する電動式機器（公益財団法人日本下水道協会が定める「下水道の

ためのディスポーザ排水処理システム性能基準（案）」（平成２５年

３月）に適合するディスポーザーのうち、排水処理部が機械処理タ

イプ（破砕した生ごみを水分と固形物とに分離し、固形物を乾燥さ

せるタイプ）であるものを含む。）で、市長が認めるもの。 

交付金額 １ 生ごみ処理容器は、購入費の２分の１に相当する額（１００円未

満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額）で、３，０００

円を限度とします。 

２ 電動式生ごみ処理機は、購入費の２分の１に相当する額（１００

円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額）で、１０，

０００円を限度とします。 

３ 上記１、２とも購入費とは、現金及びクレジットカードで支払っ

た額とします。（クーポン利用、ポイントで支払った額は対象外） 
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交付条件 １ ごみ減量化器具の機能を良好な状況で保持し、５年以上使用する

とともに、適正な維持管理に努めること。 

２ ごみ減量化器具により処理したものは、自らの責任において有効

に活用すること。 

３ 市が生ごみ処理に関するアンケート調査を実施する際は、協力す

ること。 

交付申請の

方法、時期等 

ごみ減量化器具を購入する前に、必ずごみ政策課へ電話、メールま

たはホームページのリンクから助成金交付の申し込みをしてくださ

い。予算額に達した時点で申し込みの受付は終了します。 

なお、電子申請受付システムにより申請を行うこともできます。（請

求も同じです。） 

令和 8年度の受付は令和8年４月１日から令和９年２月２８日まで

とします。 

交付申請書兼誓約書兼実績報告書（様式第１号）に次の書類を添付

して、申込日から２か月以内（令和９年２月１日以降の場合は令和９

年３月３１日まで）に申請してください。申請期限を過ぎた場合は自

動的に受付は取り消されます。なお、押印は省略することが可能です。 

１ 領収書若しくは適格請求書又は注文概要（申請者氏名及び購入品

目の名称等が明記されている原本） 

２ 製造メーカー保証書の写し（電動式生ごみ処理機の場合）（型番、

製造番号、保証期間、申請者氏名、住所等が明記されており、購入

先がわかるもの） 

【注】押印を省略した場合は、書類の真正性を担保するため、必要に 

応じ電話等で確認を行う場合があります。 

交付決定、確

定の時期等 

１ 申請のあった翌月に決定及び確定します。ただし、３月中に提出

がされたものは当月内に決定及び確定します。 

２ 交付決定及び確定後、交付決定通知書兼確定通知書（様式第２号）

により通知します。 



請求の方法、

支払時期等 

１ 交付請求書（様式第３号）を提出し、請求してください。 

２ 補助金の交付決定及び額を確定した日から２０日以内に支払い

ます。 

交付決定の

取消し 

又は助成金

の返還 

１ 次の場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消します。 

 (1) 偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受けたとき。 

 (2) この要項、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

２ 次の場合は、指定された期限までに、助成金を返還しなければな

りません。 

 (1) 助成金の交付を受けた後、助成金の交付決定を取り消された場

合は、取消しに係る部分の金額。 

 (2) 交付を受けた助成金額が、交付の対象となる事業及び経費の実

績額に基づき積算し確定した額を超える場合は、超える部分の金

額。 

申請書等の

様式 

１ 交付申請書兼誓約書兼実績報告書（様式第１号）及び市長が必

要と認める書類 

２ 交付決定通知書兼確定通知書（様式第２号） 

３ 交付請求書（様式第３号） 

 


